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【年通号数】公開・登録公報2009-011
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【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  14/47     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   9/96     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/19     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/21     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/15     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  48/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ  15/00    ＺＮＡＡ
   Ｃ０７Ｋ  14/47    　　　　
   Ｃ１２Ｎ   9/96    　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/19    　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/21    　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/15    　　　　
   Ｃ１２Ｎ   5/00    　　　Ａ
   Ａ６１Ｋ  48/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  37/02    　　　　
   Ａ６１Ｋ  35/12    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　
   Ａ６１Ｐ  43/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/14    　　　　
   Ａ６１Ｐ   7/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/10    １０１　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
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   Ａ６１Ｐ  25/28    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/16    　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/04    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年2月6日(2012.2.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　かくして、本発明の特定の目的は哺乳動物、好ましくはヒトの細胞の内部においてテロ
メラーゼ活性の回復を誘導するたんぱく質またはペプチドの発現を可能にし、かつ以下の
グループ、すなわち、
ａ）ヒトＧＳＥ２４．２ヌクレオチド配列（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ１）から成るヌクレオチ
ド配列、
ｂ）ａ）の配列に類似するヌクレオチド配列、
ｃ）ａ）およびｂ）の配列のいずれかの断片、
ｄ）ａ），ｂ）およびｃ）に属するいずれかの配列を含むヌクレオチド配列、遺伝子構造
に属しているＧＳＥ２４．２ヌクレオチドの１つまたは複数の配列から構成されているヌ
クレオチド配列、即ち、本発明のＧＳＥ２４．２遺伝子配列にある。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　一般に、類似のヌクレオチド配列は上述したヌクレオチド配列と実質上相同である。こ
の記載に使用される意味において、表現「実質上相同」は当該のヌクレオチド配列が少な
くとも３０％、好ましくは少なくとも８５％、またはより好ましくは少なくとも９５％の
同一度を有することを意味する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　一般に、類似のアミノ酸配列は上述したアミノ酸配列と実質上相同である。この記載に
使用される意味において、表現「実質上相同」はアミノ酸配列が少なくとも３０％、好ま
しくは少なくとも８５％、またはより好ましくは少なくとも９５％の同一度を有すること
を意味する。
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